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11月 12日、つくば市・小野川公民館で「筑
波研究学園都市研究所・大学関係九条の会」

呼びかけ人総会・設立総会を開催しました。

総会には約 40 人が参加し、準備会を代表
して茅野徳治さんから憲法をめぐる情勢と経

過報告があり、次ぎに増田善信さん（元気象

研）、「憲法９条の会つくば」代表吉門さん、

産総研「平和の会」代表北沢さんから激励の

挨拶がありました。

総会では、岡田安正さんから９条の会アピ

ールおよび賛同署名について提案。

さらに、茅野さんから

活動方針（案）：・９条の会アピール賛同

署名を研究所・大学に広げます。・研究所・

大学等で学習会を開催し、職場に「９条の会」

（平和の会）等を組織します。・ニュースを

発行し、活動や学習内容を交流します。・マ

スメディアなどに投書し、世論に訴えます。

・役員会・事務局会議を月１回程度開催しま

す。・会として、大講演会を開催します。（１

月末～２月）：日程、規模、講師候補の検討

をします。

予算（案）：収入はカンパ等でまかないま

す。10 月 20 日現在、延べ 52 人から、カン
パ 302,000 円となっています。支出は、郵送
料などで、残金は約 250，000 円となってい
ます。

そのほかに「９条の会」の申し合わせ事項、

役員（代表世話人５名、世話人 14名）、事務
局体制等について提案、質疑を行いました。

その結果、次のようなご意見等がありまし

た。

・イベントの開催時期と規模等について（４

～５月頃がよい）・賛同署名の広げ方につい

て（つくば以外の地域では）・署名の数だけ

でなく、範囲を拡げる（民間の研究所など）

・全国的に展開を・賛同者と会員との関係

・家族からの賛同署名は・職場に「９条の会」

等の組織への支援・戸別訪問するくらいに積

極的な行動で・申し合わせ事項第４条の（会

員）：・・個人および団体を個人（９条の会

・平和の会などを含む）に修正。

なお、ご意見や修正等については役員会で

整理・検討することにしました。

総会では、アピールを採択するとともに、

活動方針（案）などが承認され、「筑波研究

学園都市研究所・大学関係９条の会」が発足

しました。

第２部は日本体育大学の緒方章宏教授が

「憲法９条の価値と争点」と題して、①憲法

９条の持つ価値②９条における戦争放棄をめ

ぐる解釈③９条における解釈上の争点として

の自衛権論等について講演をしていただきま

した。限られた時間の中でしたが、講演内容

を踏まえて参加者からの質問や意見が出され

有意義な交流ができました。

講演会終了後、同会場ロビーで代表者によ

る記者会見を行いました。

今後「９条の会」は、憲法９条をを守ると

いう一点で力をあわせ、筑波研究学園都市研

究所・大学に関係する人に向けた平和アピー

ルを作成し、賛同署名に取り組み、講演会や

集会を行い、憲法９条を守る世論を広めて行

く活動をめざします。

筑波研究学園都市研究所・大学関係９条の会

９ 条 の 会 ニュース
NO．3 2005．12

名称：筑波研究学園都市研究所・大学関係９条の会
郵便振替口座番号：00120-4-501101
発行責任者：茅野徳治：TEL／ FAX 029-857-6593

〒 305-0023 つくば市上の室 1829-1

「筑波研究学園都市研究所・大学関係９条の会」発足



- 2 -


